
 

 

第１１回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 ７ ３ ７ １７ 

 

  議案の名称 

＜予算＞ 

議案第１０６号  令和４年度尼崎市一般会計補正予算（第７号） 

議案第１０７号  令和４年度尼崎市特別会計地方卸売市場事業費補正予算（第２号） 

議案第１０８号  令和４年度尼崎市特別会計青少年健全育成事業費補正予算（第２

号） 

議案第１０９号  令和４年度尼崎市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第１１０号  令和４年度尼崎市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第１１１号  令和４年度尼崎市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第１１２号  令和４年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第１１３号  尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

議案第１１４号  尼崎市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

議案第１１５号  尼崎市民広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

＜その他＞ 

議案第１１６号  工事請負契約について（（仮称）武庫健康ふれあい体育館新築工事） 

議案第１１７号  権利の放棄について（災害援護資金の貸付けを受けた者の連帯保

証人に対して有する権利） 

議案第１１８号  指定管理者の指定について（阪神尼崎駅前駐車場、尼崎市立城内

地区自動車駐車場、尼崎市立阪神尼崎駅西自転車駐車場、尼崎市

立阪神尼崎駅北自転車駐車場、中央公園、尼崎城址公園及び庄下
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川東広場） 

議案第１１９号  訴えの提起について（建物明渡し等請求事件及び保証債務履行請

求事件） 

議案第１２０号  市道路線の認定、廃止及び一部廃止について 

議案第１２１号  あらたに生じた土地の確認について 

議案第１２２号  あらたに生じた土地の既存の町の区域への編入について 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    ２件        ２４０，９００円 

その他     １件         ５０，０００円 

  ・ 工事又は製造の請負契約の変更契約の締結 

工事      ２件 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任 
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第１１回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１０６号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和４年度尼崎市一般会計補正予算（第７号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

 新型コロナウイルス感染症対策等に係る事業を実施するほか、電気代等の高騰に係

る予算を増額することなどに伴い補正を行う。 

各事業の概要等は別紙のとおり。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

228,772,941 1,737,394 230,510,335 

 

３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

地方交付税 73,306 総務費 396,677 

国庫支出金 427,521 民生費 32,281 

寄付金 336,339 衛生費 697,430 

繰入金 896,311 労働費 178 

諸収入 3,917 農林水産業費 102 

  商工費 17,897 

  土木費 140,294 

  消防費 26,306 

  教育費 426,229 

合 計 1,737,394 合 計 1,737,394 

 

４ 繰越明許費 

追加                          （単位：千円） 

款 項 事 業 名 金 額 

消防費 消防費 消防庁舎等整備事業 31,272 
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５ 債務負担行為 

追加                         （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

交通政策推進事業 令和 5年度 16,000 
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 別  紙  

 

 

補正予算の内容 

 

〇 新型コロナウイルス感染症への対応に係る補正予算 436,969 千円 

（１）医療提供体制・感染拡大防止対策の充実 430,009 千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業費 422,547 千円 

   初回接種（1・2回目接種）を受けた 12 歳以上の者を対象に、前回接種から 3か月以 

上経過後にオミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチンの接種を実施する。 

・障害福祉サービス確保支援事業費 7,462 千円 

   新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当した者が発生した事業 

所等に対する利用者へのサービス継続に必要な経費の一部補助について、件数の増に 

伴い予算を増額する。 

（２）市民生活への支援の強化 6,960 千円 

・公衆浴場燃油価格高騰対策支援事業費 6,960 千円 

   一般公衆浴場に対し、燃料価格高騰による負担を軽減するため、燃料費の一部を補助 

する。 

＜補助額＞ 

24 万円/施設 

 

〇 その他の補正予算 

 

1,300,425 千円 

（１）本庁舎・クリーンセンター・学校園等に係る電気代等 890,780 千円 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

（２）基金積立金 238,031 千円 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

（３）尼崎市ふるさと納税推進事業費  171,614 千円 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

費目別事業概要 

 

総務費 396,677 千円 

  

尼崎市ふるさと納税推進事業費 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

171,614 千円 

本庁舎等維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

72,105 千円 

文化振興基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

5,192 千円 
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 別  紙  

財政調整基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

136,958 千円 

公共施設整備保全基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

5,466 千円 

新本庁舎建設基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

1,322 千円 

暴力団排除活動支援基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

4,020 千円 

民生費 32,281 千円 

  

市民福祉振興基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

7,226 千円 

  

身体障害者福祉センター指定管理関係経費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

1,307 千円 

  

身体障害者福祉会館指定管理関係経費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

475 千円 

障害福祉サービス確保支援事業費 

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等または陽性者に該当し

た者が発生した事業所等に対する利用者へのサービス継続に必要

な経費の一部補助について、件数の増に伴い予算を増額する。 

 

7,462 千円 

公立保育所維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

14,096 千円 

たじかの園指定管理関係経費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

1,715 千円 

衛生費 697,430 千円 

  

新型コロナウイルスワクチン接種事業費 

初回接種（1・2 回目接種）を受けた 12 歳以上の者を対象に、前

回接種から 3 か月以上経過後にオミクロン株に対応した新型コロ

ナウイルスワクチンの接種を実施する。 

422,547 千円 

  

8



 別  紙  

 

 

公衆浴場燃油価格高騰対策支援事業費 

一般公衆浴場に対し、燃料価格高騰による負担を軽減するため、

燃料費の一部を補助する。 

6,960 千円 

  

動物愛護基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

19,051 千円 

  

環境基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

9,026 千円 

第１工場管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

45,078 千円 

第２工場管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

171,079 千円 

資源リサイクルセンター管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

23,689 千円 

労働費 178 千円 

  

しごと支援施設維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

178 千円 

  

農林水産業費 102 千円 

  

農業施設管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

102 千円 

  

商工費 17,897 千円 

  

ＳＤＧｓ地域活性化基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

12,187 千円 

観光地域づくり推進事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

1,105 千円 

  

みんなの尼崎城基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

4,605 千円 
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 別  紙  

土木費 140,294 千円 

  

上坂部庁舎管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

586 千円 

  

下水道事業会計補助金 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

112,586 千円 

  

道路橋りょう維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

1,248 千円 

庄下川浄化施設維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

10,955 千円 

抽水場維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

2,781 千円 

公園維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

3,507 千円 

緑化基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

7,632 千円 

市営住宅維持管理事業費 

電気代の高騰に伴い予算を増額する。 

999 千円 

  

消防費 26,306 千円 

  

消防庁舎施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

26,306 千円 

  

教育費 426,229 千円 

  

教育振興基金積立金 

ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 

 

25,346 千円 

小学校施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

223,241 千円 

中学校施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

69,769 千円 
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 別  紙  

 

 

全日制高等学校施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

80,869 千円 

  

定時制高等学校施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

6,735 千円 

幼稚園施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

2,440 千円 

特別支援学校施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

7,114 千円 

図書館施設維持管理事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

7,227 千円 

歴史博物館維持管理事業費 

ガス代の高騰に伴い予算を増額する。 

 

1,892 千円 

地区体育館施設運営事業費 

電気代等の高騰に伴い予算を増額する。 

 

1,596 千円 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１０７号 所 管 地方卸売市場 

件 名 令和４年度尼崎市特別会計地方卸売市場事業費補正予算（第２号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

357,828 34,338 392,166 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

諸収入 34,338 地方市場費 34,338 

合 計 34,338 合 計 34,338 

 

３ 補正予算の内容 

   地方市場費 

 ・ 地方卸売市場施設維持管理事業費         ３４，３３８千円 

 電気代の高騰に伴い予算を増額する。 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１０８号 所 管 こども青少年課 

件 名 令和４年度尼崎市特別会計青少年健全育成事業費補正予算（第２号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

9,925 13,661 23,586 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

寄付金 13,661 基金積立金 13,661 

合 計 13,661 合 計 13,661 

 

３ 補正予算の内容 

   基金積立金 

 ・ 青少年健全育成基金積立金            １３，６６１千円 

 ふるさと納税に係る寄付金の増加に伴い予算を増額する。 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１０９号 所 管 財務課 

件 名 令和４年度尼崎市水道事業会計補正予算（第３号） 

内       容 

１ 補正理由 

  電気料金及びガス料金の高騰に伴う動力費、光熱水費、受水費及び負担金の増額を

行うほか、鉛製給水管公道部取替工事に係る修繕費の増額を行うもの。 

 

２ 補正予算の内容 

   収益的収入及び支出 

○ 支出                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 水道事業費用 8,885,999 85,041 8,971,040 

 第１項 営業費用 8,562,153 85,041 8,647,194 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１１０号 所 管 財務課 

件 名 令和４年度尼崎市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正理由 

  電気料金の高騰に伴う動力費の増額及び共同施設管理収益の増額を行うもの。 

 

２ 補正予算の内容 

   収益的収入及び支出 

○ 収入                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 工業用水道事業収益 1,886,176 56,441 1,942,617 

 第２項 共同施設管理収益 333,012 56,441 389,453 

 

○ 支出                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 工業用水道事業費用 1,528,571 112,979 1,641,550 

 第１項 営業費用 893,569 17,578 911,147 

 第２項 共同施設管理費用 542,995 95,401 638,396 
 

19



20



（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第１１１号 所 管 財務課 

件 名 令和４年度尼崎市下水道事業会計補正予算（第３号） 

内       容 

１ 補正理由 

  電気料金の高騰に伴う動力費、委託料の増額及び一般会計繰入金収入の増額を行

う。また、下水道使用料に係る特別利益の増額を行うほか、それらに伴う消費税の増

額を行うもの。 

 

２ 補正予算の内容 

   収益的収入及び支出 

○ 収入                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業収益 12,896,135 1,510,205 14,406,340 

 第１項 営業収益 9,525,576 112,586 9,638,162 

 第２項 営業外収益 3,370,558 △19,982 3,350,576 

 第３項 特別利益 1 1,417,601 1,417,602 

 

○ 支出                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 下水道事業費用 11,777,642 339,854 12,117,496 

 第１項 営業費用 11,388,565 232,327 11,620,892 

 第２項 営業外費用 383,367 107,527 490,894 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

 

種 別 予算 番 号 議案第１１２号 所 管 
財務課、ボートレース事業

部経営企画課 

件 名 令和４年度尼崎市モーターボート競走事業会計補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正理由 

電話投票売上の増加に伴い、舟券発売金収入及び売上に連動する払戻金等の支出予

算の増額を行うほか、協賛競走協賛金及び光熱水費の増額を行うもの。 

また、令和５～８年度の４か年で実施する競技エリア施設整備事業について、債務

負担行為の設定を行うほか、当該整備に係る工事工程の見直し等に伴い、建設改良費

の減額を行うもの。 

２ 補正予算の内容 

   収益的収入及び支出 

○ 収入                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 モーターボート競走事業収益 63,390,092 6,318,489 69,708,581 

 第１項 営業収益 63,340,464 6,318,489 69,658,953 

 

○ 支出                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 モーターボート競走事業費用 60,231,995 6,294,080 66,526,075 

 第１項 営業費用 59,878,818 6,294,080 66,172,898 

 

   資本的収入及び支出 

○ 支出                         （単位：千円） 

 既決予定額 補正予定額 計 

第１款 モーターボート競走事業資本的支出 1,786,282 △925,847 860,435 

 第１項 建設改良費 1,585,282 △925,847 659,435 

 

  債務負担行為 

（単位：千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

競技エリア施設整備事業 
令和５年度から 

令和８年度まで 
4,435,000 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１１３号 所 管 保育管理課 

件 名 尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

多様化する保育ニーズへの適切な対応や老朽化した保育施設の環境改善、待機児童

の解消等を適切に進め、より効率的な保育所運営を行うことを目的に、七松保育所を

社会福祉法人に移管するため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  別表中、七松保育所の項を削除する。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日  
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尼崎市立保育所の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

名称 位置 

  

（削る） （削る） 

 

  

 

別表 

名称 位置 

  

尼崎市立七松保育所 尼崎市西難波町６丁

目１２番１号 
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（議案説明資料） 

 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１１４号 所 管 都市計画課 

件 名 尼崎市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  尼崎市地域交通政策審議会の調査審議事項である交通体系の整備の方針の策定に

関する事項は、まちづくりにおける重要な要素の一つであることから、その調査審議

を尼崎市都市計画審議会（以下「審議会」という。）及びその専門分科会と連携して

行うため、審議会の調査審議事項に当該事項を追加するほか、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容等 

   調査審議事項の追加 

   審議会の調査審議事項に「市の交通に関する政策の総合的かつ計画的な推進に関

する方針の策定に関する事項その他当該政策に関する重要な事項」を追加する。 

   委員定数 

   審議会委員の定数を「２２人以内」から「２３人以内」に改める。 

   任期 

   審議会委員の任期を「２年」から「２年を超えない範囲内において市長が別に定

める期間」に改める。 

   専門分科会の専属委員の属性の追加 

   専門分科会の専属委員として委嘱できる者の属性に関係行政機関の職員及び兵

庫県の職員を加える。 

   尼崎市地域交通政策審議会条例の廃止 

   尼崎市地域交通政策審議会条例を廃止する。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市都市計画審議会条例 

改正後 現 行 

（設置） 

第２条 略 

   市の交通に関する政策の総合的かつ計画

的な推進に関する方針の策定に関する事項

その他当該政策に関する重要な事項 

  ・  略 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２３人以内で組織する。 

（任期等） 

第５条 委員の任期は、２年を超えない範囲内

において市長が別に定める期間とする。ただ

し、再任することを妨げない。 

（専門分科会） 

第９条 

５ 専属委員は、第４条第１項各号（第２号を

除く。）に掲げる者その他市長が適当と認め

る者のうちから市長が会長及びその属すべ

き分科会の分科会長の意見を聴いて委嘱す

る。 

９ 第４条第２項及び第５条第３項の規定は第

４項の臨時委員（以下「分科会臨時委員」と

いう。）について、第５条第１項及び第２項

の規定は専属委員について、第６条第２項及

び前２条の規定は分科会について、それぞれ

準用する。この場合において、第４条第２項

中「会長」とあるのは「その属すべき分科会

の分科会長」と、前条第１項中「委員（」と

あるのは「分科会に属する委員（専属委員並

びに」と、「を含む。次項」とあるのは「及

び次条第４項の臨時委員を含む。同条第９項

において読み替えて準用する次項」と、同条

第２項中「委員」とあるのは「分科会に属す

る委員」と読み替えるものとする。 

 

（設置） 

第２条 略 

 

 

 

  ・  略 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２２人以内で組織する。 

（任期等） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、

再任することを妨げない。 

 

（専門分科会） 

第９条 

５ 専属委員は、第４条第１項第１号、第３号

及び第４号に掲げる者その他市長が適当と

認める者のうちから市長が会長及びその属

すべき分科会の分科会長の意見を聴いて委

嘱する。 

９ 第４条第２項及び第５条第３項の規定は第

４項の臨時委員（以下「分科会臨時委員」と

いう。）について、第５条第１項及び第２項

の規定は専属委員について、第６条第２項及

び前２条の規定は分科会について、それぞれ

準用する。この場合において、第４条第２項

中「会長」とあるのは「その属すべき分科会

の分科会長」と、第５条第１項中「２年」と

あるのは「２年を超えない範囲内において市

長が別に定める期間」と、前条第１項中「委

員（」とあるのは「分科会に属する委員（専

属委員並びに」と、「を含む。次項」とある

のは「及び次条第４項の臨時委員を含む。同

条第９項において読み替えて準用する次項」

と、同条第２項中「委員」とあるのは「分科

会に属する委員」と読み替えるものとする。 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第１１５号 所 管 公園維持課 

件 名 尼崎市民広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  阪神尼崎駅前周辺公共施設の指定管理者による一括管理を実施するにあたり、その

対象となる尼崎市民広場の使用料について、同じく一括管理の対象となる中央公園や

尼崎城址公園の使用料と同額の設定を行うため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  別表に定める使用料の金額を次のとおり改める。 

行為 単位 
金額 

改正後 改正前 

物品の販売、頒布又は募

金等 

占用面積１㎡に

つき１日 

６３２円 ７３５円 

業としての写真の撮影 写真機１台につ

き１日 

２，１８０円 ２，５３６円 

業としての映画等の撮

影 

１箇所につき１

日 

８，７７８円 １０，２０８円 

興行 占用面積１㎡に

つき１日 

４２円 ４９円 

競技会、集会、展示会等

の催し 

占用面積１㎡に

つき１日 

８円 １０円 

その他広場の全部又は

一部を独占 

占用面積１㎡に

つき１日 

１８円 ２２円 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市民広場の設置及び管理に関する条例 

改正後 現 行 

別表 

行為 単位 金額 

物品を販売し、

若しくは頒布

し、又は募金そ

の他これに類す

る行為をすると

き。 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１日 

６３２円 

業として写真を

撮影するとき。 

写 真 機 １

台 に つ き

１日 

２，１８０円 

業として映画等

を撮影すると

き。 

１ 箇 所 に

つき１日 

８，７７８円 

興行を行うと

き。 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１日 

４２円 

競技会、集会、

展示会その他こ

れらに類する催

しをするとき。 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１日 

８円 

その他広場の全

部又は一部を独

占して利用する

とき。 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１日 

１８円 

 

別表 

行為 単位 金額 

物品を販売し、

若しくは頒布

し、又は募金そ

の他これに類す

る行為をすると

き。 

占用面 積

１平方 メ

ートル に

つき１日 

７３５円 

業として写真を

撮影するとき。 

写真機 １

台につ き

１日 

２，５３６円 

業として映画等

を撮影すると

き。 

１箇所 に

つき１日 

１０，２０８

円 

興行を行うと

き。 

占用面 積

１平方 メ

ートル に

つき１日 

４９円 

競技会、集会、

展示会その他こ

れらに類する催

しをするとき。 

占用面 積

１平方 メ

ートル に

つき１日 

１０円 

その他広場の全

部又は一部を独

占して利用する

とき。 

占用面 積

１平方 メ

ートル に

つき１日 

２２円 
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（議案説明資料） 

 

＜令和４年１２月定例会＞ 

 

種 別 その他 番 号 議案第１１６号 所 管 
スポーツ推進課、高齢介
護課 

件 名 工事請負契約について（（仮称）武庫健康ふれあい体育館新築工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

尼崎市七松町２丁目２７番２３号 

   株式会社オカモト・コンストラクション・システム 

    代表取締役 岡本 征夫 

 

２ 契約金額 

  ８１２，９００，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

  一般競争入札（制限付） 

  低入札価格調査制度適用案件（調査有） 

 

４ 開札年月日 

  令和４年９月６日 

 

５ 工事内容 

体育館新築工事 

   鉄骨造 ２階建て １棟 

   延べ面積 １，８６３．９９平方メートル 

   外構工事 

  植栽工事 

 

６ 工期 

  契約締結の日から４５０日間 
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予定価格 失格基準価格

落札

（株）柄谷工務店 704,800,000 ※失格基準価格抵触

（株）トータルサプライ 辞退

宮崎建設（株） 746,000,000

（株）三田工務店 784,000,000

入　札　者　名 第1回入札金額（円）

（株）オカモト・コンストラクショ
ン・システム

739,000,000 ※低入札価格調査

令和４年９月６日開札年月日

849,900,000円 調査基準価格 779,648,000円 728,476,000円

　　開　札　結　果　表

件　　　　　　名 （仮称）武庫健康ふれあい体育館新築工事

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

落　札　者　名
（株）オカモト・コ
ンストラクション・
システム

落　札　金　額 739,000,000円
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１１８号 所 管 

都市戦略推進担当、道路

課、放置自転車対策担当、

公園維持課、観光振興課 

件 名 

指定管理者の指定について（阪神尼崎駅前駐車場、尼崎市立城内地区自動車駐

車場、尼崎市立阪神尼崎駅西自転車駐車場、尼崎市立阪神尼崎駅北自転車駐車

場、中央公園、尼崎城址公園及び庄下川東広場） 

内       容 

１ 施設名及び所在地 

   阪神尼崎駅前駐車場        尼崎市神田中通１丁目１番地 

  尼崎市立城内地区自動車駐車場   尼崎市南城内１０番地の２ 

  尼崎市立阪神尼崎駅西自転車駐車場 尼崎市神田中通３丁目 

  尼崎市立阪神尼崎駅北自転車駐車場 尼崎市神田中通１丁目 

  中央公園             尼崎市神田北通１丁目９番地 

  尼崎城址公園           尼崎市北城内２７番地 

  庄下川東広場           尼崎市西大物町 

２ 指定管理者 

大阪市福島区海老江１丁目１番２４号 

阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体 

代表者 阪神電気鉄道株式会社 

代表取締役社長 秦 雅夫 

３ 指定期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

４ 選定方法 

  令和４年７月２９日から９月２９日まで公募を行い、５人の外部委員からなる選定

委員会において、４つの選定基準を設けたうえで、事業計画書などの書類審査とプレ

ゼンテーションによる審査を実施し選定した。 

 【選定基準】 

  ①対象施設周辺のエリアの賑わい創出、魅力向上が図られるものであるか 

  ②市民の平等な利用が確保されるものであるか 

  ③施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られ

るものであるか 

  ④施設の管理を安定して行う能力を有しているものであるか 

５ 応募団体 ２団体 

６ 選定理由 

  阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体は、選定委員会において設けた４つの選定基

準において、総合的に最も優れた評価を得たことにより、阪神尼崎駅周辺公共施設の

指定管理者として適切であると判断した。 

35



（議案説明資料） 

応募者一覧 

 法人等の名称 代表者名 所在地 

１ 

阪神尼崎駅周辺まちづくり共同企業体 

 

代表者 阪神電気鉄道株式会社 
代表取締役社長 

 秦 雅夫 

大阪市福島区海老江１

丁目１番２４号 

構成員 阪神園芸株式会社 
代表取締役社長 

久保田 晃司 

西宮市甲子園浦風町１

６番２４号 

構成員 
阪急阪神ビルマネジメン

ト株式会社 

代表取締役社長 

 出﨑 弘 

大阪市北区芝田１丁目

１番４号 

構成員 
阪急阪神クリーンサービ

ス株式会社 

代表取締役社長 

 前田 浩樹 

大阪市北区角田町１番

１号 

構成員 
株式会社阪神ステーショ

ンネット 

代表取締役社長 

 大地 一正 

大阪市福島区海老江１

丁目１番３１号 

構成員 
阪急阪神エステート・サー

ビス株式会社 

代表取締役社長 

 大﨑 健一 

大阪市福島区海老江１

丁目１番３１号 

構成員 アイング株式会社 
代表取締役 

 飯嶋 一晃 

東京都千代田区麹町２

丁目１４番地 

２ 

尼崎エリアマネジメント共同事業体 

 

代表者 タイムズ２４株式会社 
代表取締役社長 

 西川 光一 

東京都品川区西五反田 

２丁目２０番４号 

構成員 
タイムズサービス株式会

社 

代表取締役社長 

 金子 新吾 

東京都品川区西五反田 

２丁目２０番４号 

構成員 
公益財団法人自転車駐車

場整備センター 

理事長 

 石井 喜三郎 

東京都中央区日本橋本

石町４丁目６番７号 

構成員 株式会社駐輪サービス 
代表取締役社長 

  原 節二 

大阪市北区曽根崎新地

２丁目５番３号 

構成員 
株式会社日比谷アメニス

大阪支店 

支店長 

 藤原 圭介 

大阪市西区江戸堀１丁

目８番１４号 

構成員 
株式会社ＪＴＢコミュニ

ケーションデザイン 

代表取締役社長 

 古野 浩樹 

東京都港区芝３丁目２

３番１号 

構成員 
南海ビルサービス株式会

社 

代表取締役社長 

 西山 哲弘 

大阪市中央区難波５丁

目１番６０号 
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（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

 

種 別 その他 番 号 議案第１２０号 所 管 道路課 

件 名 市道路線の認定、廃止及び一部廃止について 

内       容 

１ 理由 

道路法第８条第２項（同法第１０条第３項の規定において準用する場合を含む。）

の規定により、市道路線を認定、廃止及び一部廃止するため、議決を求めるもの。 

 

２ 対象路線 

  認定しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ８ ９ １ 号 線 西昆陽３丁目４９６―１６～同４９６―１３ 

市 道 第 ８ ９ ２ 号 線 西昆陽３丁目４９６―２４～同４９６―１８ 

市 道 第 ８ ９ ３ 号 線 西昆陽３丁目４９６―２５～同４９６―２５ 

市 道 第 ８ ９ ４ 号 線 若王寺３丁目１０４―１～同１０４―９ 

市 道 第 ８ ９ ５ 号 線 若王寺３丁目１０４―１８～同１０４―２６ 

市 道 第 ８ ９ ６ 号 線 昭和通２丁目３９―７～同４０―１３ 

市 道 第 ８ ９ ７ 号 線 大物町１丁目２５３～同１０３―１２ 

市 道 第 ８ ９ ８ 号 線 大物町１丁目２５９～同１０４ 

市 道 第 ８ ９ ９ 号 線 東本町４丁目１０５―１～南城内２８７ 

市 道 第 ９ ０ ０ 号 線 
東大物町１丁目３５―２～大物町２丁目１２８―

１ 

  

   廃止しようとする路線 

路   線   名 起 点 ～ 終 点 

市 道 第 ４ ２ 号 線 の ９ 北城内４０―１～同４０―５ 

市 道 第 １ ６ ８ 号 線 北大物町８１―２―２～同８３―１６ 

市道第２１５号線の１ 大高洲町１―１～南初島町１７―１ 

 

   一部廃止しようとする路線 

路   線   名 廃 止 区 間 

市 道 第 ４ ２ 号 線 汐町５８―５～同５８―１ 
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市営宮ノ北住宅

市営宮ノ北住宅

宮の北公園

むこっこ北
　　　保育園

須佐男神社

県営尼崎西昆陽
　　　　高層住宅

新規認定路線
(4765)市道第893号線

幅員 = 6.00ｍ
延長 = 108.52ｍ
起終点地番
西昆陽3丁目496-25～同496-25

●

●

●

新規認定路線
(4763)市道第891号線

幅員 = 6.00ｍ
延長 = 111.48ｍ
起終点地番
西昆陽3丁目496-16～同496-13

新規認定路線
(4764)市道第892号線

幅員 = 6.00～8.00ｍ
延長 = 209.77ｍ
起終点地番
西昆陽3丁目496-24～同496-18

1

凡例

新規認定路線
起点終点

終点 起点
既認定路線
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尼
崎
豊
中
線
（
園
田
橋
線
）

凡例

新規認定路線
起点終点

終点 起点
既認定路線

名神高速道路

尼崎市立
小園
小学校

若王寺3丁目

小中島2丁目

百合学院小学校

若王寺2丁目

市道路線の認定図 別図2

新規認定路線
(4767)市道第895号線

幅員 = 6.00ｍ
延長 = 77.39ｍ
起終点地番：若王寺3丁目104-18～同104-26

新規認定路線
(4766)市道第894号線

幅員 = 6.00ｍ
延長 = 77.62ｍ
起終点地番：若王寺3丁目104-1～同104-9
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阪神大物駅
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県立
尼崎高等学校
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阪神本線



（議案説明資料） 

＜令和４年１２月議会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１２１号 所 管 河港課 

件 名 あらたに生じた土地の確認について 

内       容 

１ 趣旨 

  尼崎市船出２６番の地先の公有水面において、尼崎西宮芦屋港港湾管理者（兵庫県）

から公有水面埋立てに関するしゅん功認可の通知があったため、地方自治法第９条の

５第１項の規定により、議決を求めるもの。 

 

２ あらたに生じた土地の所在及び面積 

尼崎西宮芦屋港内公有水面埋立地 

埋立場所又は所在地 尼崎市船出２６番の地先の公有水面 

施行者 兵庫県 

しゅん功認可年月日 

及びしゅん功認可番号 

令和４年１０月１９日 

兵庫県指令港第１１８０号の２ 

あらたに生じた土地の面積 ３３，１４２．３８平方メートル 

全体計画面積 約１１３ｈａ 

  ※ 詳細は裏面のあらたに生じた土地図のとおり 

 

３ 今後の予定 

  令和５年１月 議決後、尼崎市長の告示 
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船出２６

あらたに生じた土地

既に確認された区域



（議案説明資料） 

＜令和４年１２月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第１２２号 所 管 都市計画課 

件 名 あらたに生じた土地の既存の町の区域への編入について 

内       容 

１ 趣旨 

  尼崎市船出２６番の地先の公有水面において、尼崎西宮芦屋港港湾管理者（兵庫県）

から、公有水面埋立てに関する工事のしゅん功認可の通知があり、そのしゅん功によ

りあらたに生じた土地を既存の町の区域に編入するため、地方自治法第２６０条第１

項の規定により、議決を求めるもの。 

 

２ 編入先の町 

  船出 

※ 詳細は裏面の編入する区域図のとおり 

 

３ 今後の予定 

  令和５年１月 議決後、尼崎市長の告示 
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船出２６


